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▮ 新年度チェックリスト 

 新年度がスタートし、数日が経ちました。今回は、新年度に行う業務のチェック
ポイントをご紹介致します。この機会にチェックをされてみてはいかがでしょうか 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

▮ 5 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 

 厚生労働省より、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感
染症対応休業支援金・給付金についての 5 月以降の方針が発表されましたので以下
にご紹介させていただきます。 
 今後の感染者数により内容に変更が生じた場合は改めてご案内をさせていただき
ます。ご不明な事がございます際は、お気軽にお問い合わせください。 
                          
                        

 
                            
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

参照 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html 

【厚生労働省より】 
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皆さんは普段どれくらい歩

いていますか？私は、最近

平日平均 2000 歩しか歩いて

いない事を知りました。こ

れではまずいと思い、この

前近所の公園を 30 分ほど走

りました。マスクをしなが

らの運動はしんどかったで

すが、久々に良いストレス

発散になりました。これか

ら定期的にランニングをし

ようと思います。（高橋） 

社⾧が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6264-6543 まで！ 

 

・新入社員 入社手続き 

・昇給に伴う給与計算の

基礎金額切り替えなど 

。 

従業員の家族

・従業員の扶養家族の状況確認（就学・就職）、家族手当の見直し

・従業員のお子様で20歳の学生の方の年金確認

・学生納付特例の制度を利用して保険料の猶予申請ができます。

その他

・従業員の緊急連絡先や保証人の見直し（特に単身の方）

・中退共の掛け金見直し

・外国籍社員の在留カードの在留資格、期限確認

新入社員 ・新入社員の雇用保険、社会保険の資格取得手続き

従業員の年齢

（※1）

・40歳：満40歳到達月から介護保険料の徴収開始

・65歳：介護保険料は満65歳到達月から徴収なし

通勤経路
・通勤経路の確認

・マイカー通勤申請書の更新、任意保険の加入状況確認

（※1）

 誕生日の前日に属する月より徴収開始、徴収の終了となるため、1日生まれの方が対象の場合は注意ください。

 Ex）5月1日で満40歳となる従業員様→ 誕生日の前日は4月30日となるため4月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。

   5月1日で満65歳となる従業員様→ 誕生日の前日は4月30日となるため4月分より介護保険料の徴収がされなくなります。
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8割

11,000円
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（括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合） 

雇用調整助成金等 休業支援金 

（※3） 


